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の　り　し　ろ

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ

すべてのお手紙を

読ませていただいております。

　

市
で
は
、
市
民
の
声
を
広
く
聴
く
た
め
に

『
ま
ち
づ
く
り
ご
意
見
箱
』
を
設
置
し
て
い

ま
す
。
よ
り
よ
い
市
政
の
た
め
に
、
建
設
的

な
ご
意
見
・
ご
提
言
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　

頂
い
た
ご
意
見
・
ご
提
言
は
、
市
長
が
確

認
す
る
と
と
も
に
各
担
当
課
に
送
付
し
、
今

後
の
市
政
運
営
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

よ
り
よ
い
市
政
の
た
め
に1. 匿名、住所など連絡先の記載がないお手紙

　氏名や連絡先の記載がないものについては回答できません。回答を求めるご意見
については、必ず氏名・連絡先の記載をお願いします。
※ 匿名で何度も同じご意見をいただく事例が発生しています。ご意見に回答させて
いただくためにも、氏名、連絡先の記載をお願いします。

2. 市の管轄外に関するお手紙については、管轄機関へ情報提供します。
　交通に関する不法行為（警察署）や、市で管理していない設備（国道、県道、病院
など）についてのご意見は、管轄機関へ情報提供します。

3. その他ご意見の内容によっては、回答できない場合があります。ご了承ください。

下記のご意見には回答できません
申し訳ありませんが、

ご
意
見 

　

 

田
京
幼
稚
園
跡
地
に
外
灯
が
な
く

て
、
不
用
心
に
思
い
ま
す
。

市
長
か
ら
の
回
答

　

 

広
い
敷
地
の
た
め
、
設
置
場
所
に

よ
っ
て
は
か
え
っ
て
不
審
者
が
侵

入
し
や
す
い
状
況
に
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
防
犯

担
当
課
と
協
議
の
う
え
、
設
置
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

―昨年度の事例―

いただいた意見を反映

問 市役所市長公室
☎ 055-948-1431

小
野
市
長

要望を受け、昨
年 12 月に設置し
た外灯（2 カ所）


